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ABSTRACT 
近年、特別支援教育を取り巻く状況はインクルーシブ教育の理念の導入等、短期間で新しい理念が次々

と取り入れられているが、それに伴った教育体制が十分整わず、教育現場においても混乱が生じている。

さらに、インクルーシプ教育の理念等が教育現場にどのように反映されているか検証した研究はほとんど

行われていない。そこで本研究では、インクルーシブ教育の理念の観点から作成されたインクルーシブ教

育評価指標を用いることで、現在行われている知的障害教育における教育課程(学習指導要領を中心に)

を分析し、インクルーシプ教育を推進する上での教育課程の課題を明らかにすることを目的とした。分析

の結果、インクルーシブ教育を推進するためには、①学習環境の改善、②多職種との連携、③共に学ぶ場

の設定、④公平性の確保(機会の平等)、⑤インクルーシプ社会構築のためのリーダー育成の内容を学習指

導要領で明確に示すことが重要であるという課題が明らかとなった。

1. 研究背景と目的

1 .インクルーシブ教育の導入における課題

インクルーシブ教育は、障害者の権利に関する

条約の中でその重要性が誼われており、それを受

け、各国でインクルーシブ教育システム構築に向

けた取り組みを行う等、国際的に重要な教育シス

テムとなっている。しかし、国際的な共通定義が

なく、日本においても暖昧なまま使用されている。

そこで韓・小原ら (2013)は、インクルーシブ教

育に関する現状と今後の在り方について現状分析

と国際比較分析を行った。その中で、インクルー

シブ教育という概念に至るまでの変遷をまとめ

(図1)、インクルーシブ教育は、ノーマライゼー

ションの理念の延長線上にあるとし、「障害の有

無によらず、共に学びあう場を設定し、その中で

健常児も障害児も平等かつ包括的に教育を行うこ

とであるJと再定義した。
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図 1 インクルーシブ教育の変遷
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現在、日本の特別支援教育は、共生社会の形成

に向けて、インクルーシブ教育システム構築のた

めに必要不可欠なものである(中教審. 2012)。

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進(報告)J

(2012)では、表 1の考え方に基づき、特別支援

教育を発展させていくことが必要であると述べた。

しかし、日本におけるインクルーシブ教育はい

くつかの課題が挙げられる。韓・小原ら (2013)

は、その課題について、制度・政策、教育体制、

教育現場の 3つの視点からそれらの問題を明らか

にした。制度・政策面の課題として、「学校教育

法施行令第 5条J1に見られるように、法律上は

分離教育を示唆する文言が含まれるということが

挙げられた。教育体制面の課題として、人的・物

的な環境整備が行われないままインクルーシブ教

育を進める危険性が挙げられた。また、教育現場

では、インクルーシブ教育を行うことにより教師

の専門性がより求められること、そして理念先行

の性急な導入に対する反対等、現場を取り巻く多

くの混乱と課題が挙げられた。

2. 知的障害教育の教育課程における課題

知的障害は、一般に全般的な知能脳力の遅れが

特徴であると言われ、第一に全体的な知的発達の

水準に合わせた支援、次に、高い能力を生かし、

低い能力に配慮した支援をするという考え方が重

要であり(長野県教育委員会. 2010)、そのよう

な特徴に合わせた教育課程の編成及び指導が必要

である(図 2)。

しかし、知的障害児教育では教育課程の面で様々

な課題が出されている。教育課程に位置づけられ

る重要な指導のーっとして、交流及び共同学習が

挙げられる。学習交流及び共同学習とは、「小学

校学習指導要領」及び「特別支援学校小学部・中

学部学習指導要領Jにおいてその意義が示されて

いる。そこでは交流及び共同学習が、障害のある

子どももない子どもも、双方の子どもたちの社会

性や豊かな人間性を育成する上で重要な役割を果

たしているとされ、活動を共にする機会を積極的

に設けるよう示されている。しかし、障害者権利

条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク

(2010)は、交流及び共同学習の意義に関するア

ンケート調査結果2より、年に数回の交流学習で

は障害のある子とない子が接することは日常的で

はないことを子どもたちに教えてしまうことであ

る危険性を指摘した。

教科のーっとして重要な位置づけである職業教

育の課題も挙げられる。藤井・川合ら (2012)は、

キャリア教育や就労支援を担当する特別支援学校

教員の専門性の低さを指摘した。また、厚生労働

省の「平成23年度障害者の就業実態把握のための

調査」によると、知的障害者の就業状況は、「就業

者」が51.9%、「不就業者」は47.0%であり、「就業

表 1 特別支援教育発展のための基本的な考え方

障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、
1 保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう‘

障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。

障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地
2 域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このた

め、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。

特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に

3 
学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。次代
を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシプな社会の構築につ
ながる。

1 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者
(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、「第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という.)
以外の者Jについて、その保護者に対し、翌学年の初めから二ヶ月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通
知しなければならないとされている。

2 インクルネットにより、交流及び共同学習の意義に関するアンケート調査を行った。アンケートはインターネツ
ト及びインクルネットの賛同団体を通じて配布・回収 (2010年 8 月 15 日 ~9 月 15日)したものである(障害者権
利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク.2010)。
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知的障害特別支援学校小学部・中学部の教育課程

(指導内容} 〈指導の形態〉

教

育

課

程

国

社

数学

理科

音楽

美術

保健体育

職業・家庭

外国語

その他特に

必要な教科

※小学部においては.外国語活動及び総合的な学習の時聞を扱わなくてよい

引用:長野県教育委員会 (2010)特別支援教育教育課程学習指導手引書

図2 知的障害特別支援学校小学部・中学部の教育課程

者」の中でも「常用雇用」されている割合は20.1

%と、知的障害者の就業は深刻な課題である。

今井・生川 (2013)は、特別支援教育の教育課

程に位置づけられている自立活動の課題を明らか

にした。知的障害特別支援学校の自立活動につい

ては、そのとらえ方や教育課程上の位置づけが他

の障害種の特別支援学校とは異なるという現状に

も関わらず、学習指導要領の改訂以降、それらの

研究が進展していないことを指摘した。

3.研究目的

近年、特別支援教育を取り巻く状況は法的整備

面や教育行政面、教育現場の環境面等で大きく変

化している。特別支援教育への転換 (2007年)及

びそれによる学習指導要領の改訂 (2008年)、障

害者の権利に関する条約 (2008年)を受けたこと

によるインクルーシブ教育推進、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律 (2013)の制定

等、短期間で従来とは全く異なる新しい理念が次々

と取り入れられている。しかし、新しい理念の導

入により、教育体制が十分整わず、教育現場にお

いても前述したような多くの混乱が生じている。

本来、インクルーシブ教育等の教育理念に沿った

教育課程であることが望ましいが、それらを検証

した研究はほとんど行われていない。

そこで、本研究では、インクルーシプ教育の理

念の観点から作成されたインクルーシブ教育評価

指標を用いることで、現在行われている知的障害

教育における教育課程を分析し、インクルーシブ

教育を推進する上での教育課程の課題を明らかに

することを目的とする。

II. 方法

「特別支援学校学習指導要領(平成21年 3月告

示)J の教育課程に関する内容と rlnclusive

Education Assessment Index (インクルーシブ

教育評価指標) (試案)J (表2) の12項目の内容
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表 2 Inclusive Education Assessment Index (インクルーシブ教育評価指標) (試案)

lndex 説 明

1 学習環境の改善を図っているのか
ノーマライゼーションの理念を基に、学校現場においては子どもの
学習環境の適切な人的・物的整備がされなければならない。

2 学習権を保障しているのか
いかなる場合であっても、教科学習及び自立活動等の学習時間と機
会が保障されなければならない。

3 教科外活動を保障しているのか
障害を理由に学校教育における各教科の指導以外の教科外活動の機
会を妨げてはならない。

4 
多職種との連携(医療・保健・福祉・ 医療・保健・福祉・労働との連携を密にし、教育の充実を図らなけ
労働)を図っているのか ればならない。

5 自立性の向上を闘っているのか
障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立性
を高められるようにしなければならない。

6 社会参加の促進を図っているのか
障害のある子どもが将来社会に参加していくために必要な能力を育
成しなければならない。

7 
地域社会の中での積極的な活動促進 教育課程において地域学習を明確に位置づけ、積極的に取り組まな
を図っているのか ければならない。

8 
地域の同世代の子どもや人々との交 地域社会の中での人間関係を形成する上で、社会生活に必要な能力
流を図っているのか を育成しなければならない。

9 共に学ぶ場が設定されているのか
インクルーシブ教育を推進していく上で重要な基盤となる教育の場
を積極的に設計・構築していかなければならない。

10 障害理解の促進を図っているのか
障害の有無にかかわらず、個々の障害について正しく理解すること
で、共に生きる社会の構成員としての資質を養わなければならない。

11 
公平性の確保(機会の平等)がされ 障害の有無にかかわらず、学習及び学校生活における諸活動の機会
ているのか が平等に与えられなければならない。

インクルーシブ社会構築のためのリー
インクルーシブ社会が構築されていくためにはそれを率いるリーダー

12 
ダー育成を図っているのか

の存在が必要であり、特別支援教育においても育成していかなけれ
ばならない。

引用・韓昌完 (2014)第2回AsianSociety of Human Services研究者養成研修会資料

と照らし合わせながら分析することとする。 Education Assessment lndex (インクルーシブ

教育評価指標) (試案)J (韓， 2014) (以下、 IEAI

(試案)とする。)を用いることとする。また、 IEAI

(試案)については、特別支援学校の教師15名と、

特別支援教育専門家4名に項目の文言を検討して

もらい、内容的妥当性の検討及び修正を行ったも

のを用いることとする。

本研究では、義務教育段階にある小学部及び中

学部の知的障害教育の教育課程に限定するため、

「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(以

下、特別支援学校学習指導要領とする。)Jの内容

を用い分析することとする。本研究では、特別支

援学校学習指導要領の第2章「各教科」、第3章

「道徳J、第 5章「総合的な学習の時間J (中学部

のみ)、第6章「特別活動」、第7章「自立活動J

の5項目の分析を行う。ただし説明が不十分であ

る場合は、小学校学習指導要領や中学校学習指導

要領を用いながら随時解釈を補うこととする。

インクルーシブ教育の評価に関しては、現在、

日本で信頼性・妥当性を検証した評価ツールは開

発されていない。日本の社会体制や文化への適

合性を学術的に検証することが重要であるため

(韓・小原ら， 2013)、開発段階にある flnclusive

ill. インクルーシブ教育に基づいた知的障

害教育の教育課程の分析

1 .学習指導要領の「各教科」に関する分析

「各教科」については、小学部・中学部が教科

毎に指導目標及び内容を示しているため、それぞ

れ分析することとする。また、 IEAI(試案)に

基づき「各教科Jを対応させた分析結果は表3に

示す。 f1.学習環境の改善を図っているのか」、
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f2.学習権を保障しているのか」、 f3. 教科外

活動を保障しているか」、 f4. 多職種との連携

(医療・保健・福祉・労働)を図っているのかJ、

f 5. 自立性の向上を図っているのか」、 f6.社

会参加の促進を図っているのか」、 f7.地域社会

の中での積極的な活動促進を図っているのか」の

7項目に該当した。

(1) 小学部における各教科の目標及び内容

小学部の各教科は、「生活Jf国語Jf算数Jf音

楽Jf図画工作Jf体育j について示されており、

それに加え「指導計画の作成と各教科全体にわた

る内容の取扱いjが示されている。ここでは、こ

れらを IEAI(試案)と照らし合わせて分析する

こととする。

①生活

「生活Jは、「日常生活の基本的な習慣を身に

付け、集団生活への参加に必要な態度や技能を養

うとともに、自分と身近な社会や自然とのかかわ

りについて関心を深め、自立的な生活をするため

の基礎的能力と態度を育てる」ことを目標として

いる。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、r(1旧常生活

に必要な身辺処理を自分でする」ことや f(6)日常

生活で簡単な手伝いや仕事を進んでする」といっ

た自立性の向上に関する内容があった。また、

r(7)日常生活に必要な簡単なきまりやマナーが分

かり、それらを守って行動する」ことや、r(4)身

近な人と自分とのかかわりが分かり、簡単な応対

などをする」といった社会参加の促進を図る内容

があった。さらに、 f(12)身近な公共施設や公共物

などを利用し、その働きを知るJといった地域社

会での積極的な活動を図る内容があった。

以上のことより、「生活」では、 IEAI(試案)

の f2.学習権の保障をしているのかJ、f5. 自

立性の向上を図っているのか」、 f6.社会参加の

促進を図っているのか」、 f7.地域社会の中での

積極的な活動促進を図っているのか」という 4項

目に該当すると考えられる。

② 国語

「国語」は、「日常生活に必要な国語を理解し、

伝え合う力を養うとともに、それらを表現する能

力と態度を育てる」ことを目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、読み書き等の

国語教育に必要な基本的な能力向上を図るといっ

た学習権の保障に関する内容があった。また、

f(2)見聞きしたことのなどのあらましゃ自分の気

持ちなどを教師や友達と話す」といった自立性の

向上と社会参加に関する内容があった。

以上のことより「国語Jでは、 IEAI(試案)

の f2.学習権を保障しているのか」、 f5. 自立

性の向上を図っているのかJ、f6.社会参加の促

進を図っているのか」という 3項目に該当すると

考えられる。

③算数

「算数」は、「具体的な操作などの活動を通し

て、数量や図形などに関する初歩的なことを理解

し、それらを扱う能力と態度を育てるj ことを目

標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、数の概念の理

解や、数量・図形に関する計算や比較等、算数の

基本的な能力向上を図るといった学習権の保障に

関する内容があった。また、 2段階r(4)一日の時

の移り変わりに気付く」ことや、 3段階 f(4)時計

や暦に関心をもっ」といった自立性の向上に関す

る内容があった。

以上のことより「算数」では、 IEAI(試案)

の f2.学習権を保障しているのか」、 f5. 自立

性の向上を図っているのか」という 2項目に該当

すると考えられる。

④ 音楽

「音楽Jは「表現及び鑑賞の活動を通して、音

楽についての興味や関心をもち、その美しさや楽

しさを味わうようにするJことを目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、音楽科に関す

る基本的な能力の向上といった学習権の保障に関

する内容があった。また、 f(4)やさしい歌を伴奏
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に合わせながら、教師や友達などと一緒に歌った

り、一人で歌ったりするJといった社会参加の促

進に関する内容があった。

以上のことより「音楽」では、 IEAI(試案)

の r2.学習権を保障しているのか」、 r6.社会

参加の促進を図っているのか」という 2項目に該

当すると考えられる。

⑤ 図画工作

「図画工作」は、「初歩的な造形活動によって、

造形表現についての興味や関心をもち、表現の喜

びを味わうようにする」ことを目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、図画工作に必

要な造形表現の能力向上といった学習権の保障に

関する内容があった。また、r(2)いろいろな材料

や用具を工夫しながら、目的に合わせて使うJと

いった自立性の向上に関する内容があった。

以上のことより、「図画工作」では、 IEAI(試

案)の r2.学習権を保障しているのか」、 r5. 

自立性の向上を図っているのか」の 2項目に該当

すると考えられる。

⑥体育

「体育」は、「適切な運動の経験を通して、健康

の保持増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生

活を営む態度を育てる」ことを目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている指

導内容を照らし合わせたところ、体育に必要な基

本的な能力の向上といった学習権の保障に関する

内容があった。また、 r(3)いろいろなきまり

を守り友達と協力して安全に運動をするJといっ

た、自立性の向上や社会参加の促進に関する内容

があった。

以上のことより、「体育」では、 IEAI(試案)

の r2. 学習権を保障しているのか」、 r5. 自立

性の向上を図っているのか」、 r6. 社会参加の促

進を図っているのかJという 3項目に該当すると

考えられる。

⑦ 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の

取扱い

「指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の

取扱い」では、指導計画作成にあたっての留意点

が5つ示されている。そこでは、 r3. 児童の実

態に即して学習環境を整えるなど、安全に留意す

るものとする」や、 r5. 児童の知的障害の状態

や経験等に応じて、教材・教具や補助用具などを

工夫するとともに、コンビュータ等の情報機器な

どを有効に活用し、指導の効果を高めるようにす

るものとする」と学習環境の改善に関する内容が

あった。また、 r2.個々の児童の実態に即して、

生活に結び付いた効果的な指導を行うとともに、

児童が見通しをもって、意欲的に学習活動に取り

組むことができるよう配慮するものとする」といっ

た学習権の保障に関する内容があった。

以上のことより、「指導計画の作成と各教科全

体にわたる内容の取扱い」では、 IEAI(試案)

の rl.学習環境の改善を図っているのか」、 r2.

学習権の保障をしているのかJという 2項目に該

当した。

(2) 中学部における各教科の目標及び内容

中学部の各教科は、「国語Jr社会Jr数学Jr理

科Jr音楽Jr美術Jr保健体育Jr職業・家庭」

「外国語Jについて示されており、それに加え

「指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取

り扱い」が示されている。

「国語Jr数学Jr音楽Jr美術Jr保健体育Jに

ついては、小学部の「国語Jr算数Jr音楽Jr図

画工作Jr体育Jと類似した内容であり、各教科

に必要な基本的な能力を養うことを図っているた

め、 IEAI(試案)の r2. 学習権の保障をして

いるか」の項目に該当した。また、「指導計画の

作成と各教科全体にわたる内容の取扱い」に関し

ては、小学部と同じ内容であったため、「指導計

画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い」で

は、 IEAI(試案)の rl.学習環境の改善を図っ

ているのか」、 r2.学習権の保障をしているのか」

の2項目に該当した。そこで、ここでは小学部の

教科にはない「社会Jr理科Jr職業・家庭Jr外

国語Jについて分析することとする。

① 社会

「社会」は、「社会の様子、働きや移り変わり

についての関心と理解を深め、社会生活に必要な
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基礎的な能力と態度を育てる」ことを目標として

いる。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、社会生活に必

要な基本的な能力を育てるといった学習権の保障

に関する内容があった。また、 i(l)集団生活の中

での役割を理解し、自分の意見を述べたり、相手

の立場を考えたりして、互いに協力し合う」こと

や i(2)社会生活に必要ないろいろなきまりがある

ことを知り、それらを守る」といった自立性の向

上や社会参加に関する内容があった。さらに、

i(3)日常生活に関係の深い公共施設や公共物など

の働きが分かり、それらを利用する」や i(5)自分

が住む地域を中心に我が国のいろいろな地域の様

子や社会の移り変わりに関心をもっ」といった積

極的な地域活動の促進に関する内容があった。

以上のことより「社会」では、 IEAI(試案)

の i2.学習権の保障しているのか」、 i5. 自立

性の向上を図っているのか」、 i6.社会参加の促

進を図っているのかJ、i7.地域社会の中での積

極的な活動促進を図っているのか』という 4項目

に該当すると考えられる。

② 理科

「理科」は、「日常生活に関係の深い自然の仕

組みや働きなどに関する初歩的な事柄についての

理解を図り、科学的な見方や考え方を養うととも

に、自然を大切にする態度を育てるJことを目標

としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、自然科学に必

要な基礎的な能力向上といった学習権の保障に関

する内容があった。「理科」では、 IEAI(試案)

の i2.学習権を保障しているのか」という 1項目

に該当すると考えられる。

③職業・家庭

「職業・家庭」は、「明るく豊かな職業生活や

家庭生活が大切なことに気付くようにするととも

に、職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識

と技能の習得を図り、実践的な態度を育てるJこ

とを目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、職業・家庭に

必要な基本的な知識と技能を習得する能力を向上

するといった学習権の保障に関する内容があった。

また、 i(1)働くことに関心をもち、作業や実習に

参加し、働く喜びを味わう」ことや i(5)産業現場

等における実習を通していろいろな職業や職業生

活、進路に関するために協力するJといった地域

の中での活動促進や社会参加の促進、多職種との

連携に関する内容があった。さらに、 i(3)道具や

機械、材料の扱い方などが分かり、安全や衛生に

気を付けながら作業や実習をする」ことや i(7)家

庭生活に必要な衣服とその着方、食事や調理、住

まいや暮らし方などに関する基礎的な知識と技能

を身に付けるJといった自立性の向上に関する内

容があった。 i(9)家庭生活における余暇の過ごし

方が分かる」といった教科外活動の保障に関する

内容もあった。

以上のことより「職業・家庭」では、 IEAI

(試案)の i2. 学習権を保障しているのかJ、

i 3. 教科外活動を保障しているのかJ、i4. 多

職種との連携(医療・保健・福祉・労働)を図っ

ているのか」、 i5. 自立性の向上を図っているの

かJ、i6.社会参加の促進を図っているのかJ、

i 7 .地域社会の中での積極的な活動促進を図っ

ているのかj、という 6項目に該当すると考えら

れる。

④ 外国語

「外国語」は、「外国語に親しみ、簡単な表現

を通して、外国語や外国への関心を育てる」こと

を目標としている。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

指導内容を照らし合わせたところ、 i(l)身近な生

活の中で見聞きする英語に興味や関心をもっ」こ

とや、 i(2)簡単な英語を使って表現する」といっ

た外国語に必要な基本的な知識と技能を習得する

能力を向上するといった学習権の保障に関する内

容があった。「外国語」では、 IEAI(試案)の

i2.学習権を保障しているのか』という 1項目

に該当すると考えられる。
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(3) IEAI (試案) Iこ基づいた「各教科Jの対応

分析結果

IEAI (試案)に基づき「各教科」を対応させ

た分析結果、 r1.学習環境の改善を図っている

のか」、 r2. 学習権を保障しているのかJ、r3. 
教科外活動を保障しているのか」、 r4.多職種と

の連携(医療・保健・福祉・労働)を図っている

のか」、 r5. 自立性の向上を図っているのかJ、

r 6.社会参加の促進を図っているのか」、 r7.
地域社会の中での積極的な活動促進を図っている

のか」の 7項目に該当した(表3)。

2.学習指導要領の「道徳」に関する分析

「道徳」は、小学校及び中学校の準ずる教育を

行うほか、特別支援学校の学習指導要領に示され

た教育を行うとされている。そこで、ここでは小

学校及び中学校の学習指導要領及び特別支援学校

学習指導要領を分析することとする。

「道徳」は、「道徳教育の目標は、第 1章総則の

第 1の2に示すところにより、学校の教育活動全

体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と

態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間

においては、以上の道徳教育の目標に基づき、各

教科、(小学校のみ外国語活動)、総合的な学習の

時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連

を図りながら、計画的、発展的な指導によってこ

れを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚及び

(中学部のみ、それに基づいた人間としての)自

己の生き方についての考えを深め、道徳的実践力

を育成するものとするJことを目標としている。

指導内容は、小学校及び中学校それぞれ r1.
主として自分自身に関すること」、 r2.主として

他の人とのかかわりに関すること」、 r3.主とし

て自然や崇高なものとのかかわりに関すること」、

r4.主として集団や社会とのかかわりに関する

ことJと、「指導計画の作成と内容の取扱い」に

ついての 5項目が示されている。さらに道徳教育

は特別支援学校指導要領でその発達段階において

特に必要とされる内容が指定されているため、こ

こでは、小学校及び中学校の学習指導要領に加え

特別支援学校の学習指導要領も合わせた計6項目

を分析することとする。

表3 IEAI (試案) Iこ基づいた「各教科」の対応分析結果

IEAI (試案) 「各教科」

1 学習環境の改善を図っているのか 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取り扱い:2 

2 学習権を保障しているのか 各教科における目標

3 教科外活動を保障しているのか 職業・家庭:(9) 

4 
多職種との連携(医療・保健・福

該当なし
祉・労働)を図っているのか

5 自立性の向上を図っているのか
生活:(1)(6) 国語:(2) 算数:(4) 図工:(2) 体育:(3) 社会:(1)(2) 

職業・家庭:(2)(7) 

6 社会参加の促進を図っているのか
生活:(4)(7) 国語:(2) 音楽:(4) 体育:(3) 社会:(1)(2) 

職業・家庭:(1)(5) 

7 
地域社会の中での積極的な活動促

生活:(12) 社会:(3)(5) 職業・家庭:(1)(5) 
進を図っているのか

8 
地域の同世代の子どもや人々との

該当なし
交流を図っているのか

9 共に学ぶ場が設定されているのか 該当なし

10 障害理解の促進を図っているのか 該当なし

11 
公平性の確保(機会の平等)がさ

該当なし
れているのか

12 
インクルーシブ社会構築のための

該当なし
リーダー育成を図っているのか
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IEAI (試案)と小学校及び中学校の学習指導要

領を照らし合わせた結果、表4の結果になった3。

「道徳」は IEAI(試案)の fl.学習環境の改

善を図っているのか」、 f2.学習権を保障してい

るのか」、 f3. 教科外活動を保障しているのか」、

f 5. 自立性の向上を図っているのか」、 f6.社

会参加の促進を図っているのかJ、f7. 地域社会

の中での積極的な活動促進を図っているのか」、

f8. 地域の同世代の子供や人々との交流を図っ

ているのか」、 flO.障害理解の促進を図っている

のか」、 fll. 公平性の確保(機会の平等)がさ

れているのか」という 9項目に該当すると考えら

れる。

3. 学習指導要領の「総合的な学習の時間」に閲

する分析

知的障害教育において「総合的な学習の時間J

は、小学部は扱わなくても良いとされているため、

ここでは中学部の「統合的な学習の時間」のみ分

析することとする。「総合的な学習の時間Jは中

学校の準ずる教育を行うほか、特別支援学校の学

習指導要領に示された教育を行うとされている。

そこで、ここでは中学校の学習指導要領及び特別

支援学校学習指導要領を分析することとする。

「総合的な学習の時間」は、「横断的・総合的

な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力を育成するととも

に、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解

決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組

む態度を育て、自己の生き方を考えることができ

るようにする」ことを目標としている。

指導内容は、「各学校においては、第 1の目標

を踏まえ、各学校の総合的な学習の時間の指導の

内容を定める」とし、「指導計画の作成と内容の

取扱い」についてその配慮事項が示されている。

IEAI (試案)と小学校及び中学校の学習指導

要領を照らし合わせた結果を表5に示す。「道徳」

はIEAI(試案)の f2. 学習権を保障している

のかj、f3. 教科外活動を保障しているのか」、

f 5. 自立性の向上を図っているのかj、f6.社

会参加の促進を図っているのか」、 f7.地域社会

の中での積極的な活動促進を図っているのか」、

f8. 地域の同世代の子供や人々との交流を図っ

ているのか」、 f9.共に学ぶ場が設定されている

のか」という 7項目に該当すると考えられる。

4.学習指導要領の「特別活動」に関する分析

「特別活動」は、小学校及び中学校の準ずる教

育を行うほか、特別支援学校の学習指導要領に示

された教育を行うとされている。「特別活動」は、

「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれ

た発達と個性の伸長を図り、集団(中学校のみ、

社会)の一員としてよりよい生活や人間関係を築

こうとする自主的、実践的な態度を育てるととも

に、自己(中学校のみ、人間としての)の生き方

についての考えを深め、自己を生かす能力を養う」

ことを目標としている。

指導内容は、小学校学習指導要領では「学級活

動」、「児童会活動」、「クラブ活動J、「学校行事j

について示され、中学校学習指導要領では、「学

級活動J、「生徒会活動」、「学校行事」について示

されている。それに加えそれぞれ「指導計画の作

成と内容の取扱い」に関する配慮事項が示されて

いる。また、特別活動は、特別支援学校指導要領

でその発達段階において特に必要とされる配慮事

項が示されているため、ここでは、小学校及び中

学校の学習指導要領に加え特別支援学校の学習指

導要領を分析することとする。

IEAI (試案)と学習指導要領を照らし合わせ

た結果を表6に示す。「特別活動」は IEAI(試

案)の f2. 学習権を保障しているのかJ、f3. 

教科外活動を保障しているのか」、 f6.社会参加

の促進を図っているのか」、 f9.共に学ぶ場が設

定されているのか」という 4項目に該当すると考

えられる。

5.学習指導要領の「自立活動」に関する分析

「自立活動」は、「個々の児童又は生徒が自立

を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を

主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、

態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の

3 小学校学習指導要領は「小」、中学校学指導要領は「中」、特別支援学校学習指導要領は「特j、学習指導要領にあ
る「指導計画の作成と内容の取扱いJは「指導」と表記する。
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表4 IEAI (試案) Iこ基づいた「道徳Jの対応分析結果

IEAI (試案) 「道徳」

指導:4.道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係や
1 学習環境の改善を図っているのか 環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が児童の日常

生活に生かされるようにする必要がある。

2 学習権を保障しているのか 「道徳」の教育目標

指導:3 -(2)集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動などの体
3 教科外活動を保障しているのか 験活動を生かすなど、児童の発達の段階や特性等を考慮した創意

工夫ある指導を行うこと。

4 
多職種との連携(医療・保健・福

該当なし
祉・労働)を図っているのか

小: r 1.主として自分自身に関すること」
(1) 生活習慣の大切さを知り、自分の生活を見直し、節度を守り節制む心掛ける。
(3) 自由を大切にし、自衛守で責任のある行動をする。

-・・・・・・・...-・..司.----..事事・・-...--.---・・-----.-...司・....-.----....--・..........司.----・---.・...........・・・・・・・・ー・・・・・・・ー・・ー・・・・・・・...

中: r 1.主として自分自身に関すること」
川望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、節度を

5 自立性の向上を図っているのか
守り節制に心掛け調和のある生活をする。

(3) 自律の精神を重んじ、自却9に考え、誠実に諸Tしてその結果に責任をもっ。
(5) 自己を見つめ、自己の向上を図るととも}二個性を{駒まして充実した生き
方を追求する。

ーー・・・・・・ー・・・ー・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ ・・・・・・ー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ー・.._------_._------------------

特:1 児童又は生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克
服して、強く生きようとする意欲を高め、明るい生活態度を養うと
ともに、健全な人生観の育成を図る必要があること。

小: r 4.主として集団や社会とのかかわりに関すること」
(1) 公徳心をもって法やきまりを守り、自他の権利を大切にし進んで
義務を果たす。

(3) 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体
的に責任を果たす。

ー-ーーーーー----------------・--_..ー・・ーー.-.-...-.-.........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・ー・----------...-......---

6 社会参加の促進を図っているのか 中: r 4.主として集団や社会とのかかわりに関すること」
(1) 法やきまりの意義を理解し、遵(じゅん)守するとともに、自他

の権利を重んじ義務を確実に果たして、社会の秩序と規律を高める
ように努める。

(2) 公徳心及び社会連帯の自覚を高め、よりよい社会の実現に努める。
(4) 自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責
任を自覚し集団生活の向上に努める

指導:4.道徳の時間の授業を公開したり、授業の実施や地域教材の開

7 
地域社会の中での積極的な活動促 発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得
進を図っているのか たりするなど、家庭や地域社会との共通理解を深め、相互の連携

を図るよう配慮する必要がある。

8 
地域の同世代の子どもや人々との

指導:4. 同上
交流を図っているのか

9 共に学ぶ場が設定されているのか 該当なし

小:r 4.主として集団や社会とのかかわりに関すること」
(2) だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正、公平

10 障害理解の促進を図っているのか
にし、正義の実現に努める。

-----・ e・ーーー・--------.--.............__._--・-------・.....-・・・・・・・・・・・ー・・ーーー-------ーー・司......._----_.__._----------.................

中:r 4.主として集団や社会とのかかわりに関することJ
(3) 正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、差別や偏見のな

い社会の実現に努める。

公平性の確保(機会の平等)がさ
中:r 4.主として集団や社会とのかかわりに関すること」

11 
れているのか

(3) 正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、差別や偏見のな
い社会の実現に努める。

12 
インクルーシブ社会構築のための

該当なし
リーダー育成を図っているのか
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表5 旺AI(試案)に基づいた「総合的な学習の時間J教育の対応分析結果

IEAI (試案) 「総合的な学習の時間」

1 学習環境の改善を図っているのか 該当なし

2 学習権を保障しているのか 「総合的な学習の時間」の教育目標

3 教科外活動を保障しているのか 該当なし

多職種との連携(医療・保健・
指導:2 (5) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な

4 学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって
福祉・労働)を図っているのか

指導に当たるなどの指導体制について工夫を行うこと。

5 自立性の向上を図っているのか 「総合的な学習の時間」の教育目標

指導:1 (4) 育てようとする資質や能力及び態度については、例

えば、学習方法に関すること、自分自身に関すること、他者

や社会とのかかわりに関することなどの視点を踏まえること。

社会参加の促進を図っているの
指導:1 (5) 学習活動については、学校の実態に応じて、例えば

6 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な
か

課題についての学習活動、生徒の興味・関心に基づく課題に

ついての学習活動、地域や学校の特色に応じた課題について

の学習活動、職業や自己の将来に関する学習活動などを行う

こと。

指導:2 (6) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図

7 
地域社会の中での積極的な活動 書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種

促進を図っているのか 団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などの

工夫を行うこと。

指導:1 (2) 地域や学校、生徒の実態等に応じて、教科等の枠を

超えた横断的・総合的な学習、探究的な学習、生徒の興味・

関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行う

地域の同世代の子どもや人々と こと。
8 

の交流を図っているのか 指導:2 (3) 自然体験や職場体験活動、ボランティア活動などの

社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・実験、

見学や調査、発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れ

ること。

共に学ぶ場が設定されているの
特:2 体験活動に当たっては、安全と保健に留意するとともに、

9 学習活動に応じて小学校の児童又は中学校の生徒などと交流
カ=

及び共同学習を行うよう配慮すること。

10 障害理解の促進を図っているのか 該当なし

11 
公平性の確保(機会の平等)が

されているのか
該当なし

12 
インクルーシブ社会構築のための

リーダー育成を図っているのか
該当なし
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表6 IEAI (試案)に基づいた「特別活動」教育の対応分析結果

IEAI (試案) 「特別活動」

1 
学習環境の改善を図っている

該当なし
のか

2 学習権を保障しているのか 「特別活動」の教育目標

小:学校行事(1)儀式的行事(2)文化的行事(3)健康安全・体育的行

事(4)遠足・集団宿泊的行事(5)勤労生産・奉仕的行事
ー....................・・・ーー........_ーーーー・ー・-_._.......ーーー...・...・......・・・.....................--.--..-................

3 
教科外活動を保障しているの 中:学級活動(2)カ ボランティア活動の意義の理解と参加
カ= 生徒会活動(5) ボランティア活動などの社会参加

学校行事(1)儀式的行事(2)文化的行事(3)健康安全・体育的行

事(4)旅行・ 集団宿泊的行事(5)勤労生産・奉仕的行事

多職種との連携(医療・保健

4 -福祉・労働)を図っている 該当なし

のか

5 自立性の向上を図っているのか 該当なし

6 
社会参加の促進を図っている 小:学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事

のか 中:学級活動、生徒会活動、学校行事

指導:2 (4) 学校行事の実施に当たっては、異年齢集団による

交流、幼児、高齢者、障害のある人々などとの触れ合い、

7 
地域社会の中での積極的な活 自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに、

動促進を図っているのか 体験活動を通して気付いたことなどを振り返り、まとめた

り、発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫す

ること。

8 
地域の同世代の子どもや人々

該当なし
との交流を図っているのか

9 
共に学ぶ場が設定されている

該当なし
のか

10 
障害理解の促進を図っている

のか
該当なし

11 
公平性の確保(機会の平等)

がされているのか
該当なし

インクルーシブ社会構築のた

12 めのリーダー育成を図ってい 該当なし

るのか
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表7 IEAI (試案)に基づいた「自立活動」教育の対応分析結果

IEAI (試案) 「自立活動」

指導:2 (3)エ 個々の児童又は生徒が、活動しやすいように自

l 
学習環境の改善を図っている ら環境を整えたり、必要に応じて周囲の人に支援を求め

のか たりすることができるような指導内容も計画的に取り上

Lずること。

2 学習権を保障しているのか 「自立活動」の教育目標

3 教科外活動を保障しているのか 該当なし

多職種との連携(医療・保健 指導:7 児童又は生徒の障害の状態により、必要に応じて、

4 -福祉・労働)を図っている 専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるな

のか どして、適切な指導ができるようにするものとする。

5 自立性の向上を図っているのか 「自立活動」の教育目標

6 
社会参加の促進を図っている

該当なし
のか

7 
地域社会の中での積極的な活

該当なし
動促進を図っているのか

8 
地域の同世代の子どもや人々

該当なし
との交流を図っているのか

9 
共に学ぶ場が設定されている

のか
該当なし

10 
障害理解の促進を図っている

のか
fl.健康の保持」

11 
公平性の確保(機会の平等)

該当なし
がされているのか

インクルーシプ社会構築のた

12 めのリーダー育成を図ってい 該当なし

るのか

基盤を培う」ことを目標としている。 指導内容を照らし合わせたところ、表7の結果に

なった。「自立活動」は、 IEAI(試案)の fl.

学習環境の改善を図っているのか』、 f2. 学習権

の保障をしているのか」、 f4. 多職種との連携

(医療・保健・福祉・労働)を図っているのか」、

自立活動は、 fl.健康の保持」、 f2. 心理的

な安定」、 f3. 人間関係の形成」、 f4. 環境の把

握」、 f5. 身体の動きJ、f6. コミュニケーショ

ンjで構成され、その目標からも自立性の向上に

関する指導内容である。「指導計画の作成と内容

の取扱いJについても示されているため、自立活

動の目標及び指導計画の作成と内容の取扱いを分

析することとする。

IEAI (試案)と学習指導要領に示されている

f 5. 自立性の向上を図っているのかJf10. 障害

理解の促進を図っているのか」という 5項目に該

当すると考えられる。
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ill. 考察

本研究では、インクルーシブ教育の理念の観点

から、現在行われている知的障害教育における教

育課程を分析し課題を明らかにすることを目的し

た。特別支援学校学習指導要領の教育課程に関す

る内容と rlnclusive Education Assessment 

Index (インクルーシブ教育評価指標) (試案)

の内容と照らし合わせながら分析結果、 r12. イ

ンクルーシブ社会構築のためのリーダー育成を図っ

ているのか」以外は全て該当した。

rl.学習環境の改善を図っているのか」とい

う項目には、「各教科」及び「自立活動」が該当

したが、学習指導要領に示されている内容は「児

童の実態に即して学習環境を整える」や「活動し

やすいように自ら環境を整える指導を行うJと唆

昧であり、ノーマライゼーションの観点で明記さ

れていないと考えられる。また、具体的に「教材・

教具や補助用具を児童・生徒に合わせて工夫するJ

と物的環境整備に関する記述はあったものの、人

的環境整備に関する内容はなかった。「子どもの

権利条約第3回総括所見における勧告J(2010) 

の r59.委員会は、締約国が以下のように措置を

とるよう勧告する」の(d)では、「障害のある子ど

ものためのプログラムおよびサービスに対して十

分な人的資源および財源を提供するため、あらゆ

る努力を行なうことJ(平野訳. 2010) とされて

いる。今後、日本がインクルーシプ教育を推進す

るならば、物的環境整備だけでなく、人的環境整

備に関する内容を学習指導要領に取り入れること

が必要であろう。

r4.多職種との連携(医療・保健・福祉・労

働)を図っているのか」という項目には「自立活

動」のみ該当した。しかし、学習指導要領に示さ

れている内容は、「必要に応じて、専門の医師及

びその他の専門家の指導・助言を求める」などの

適切な指導が必要とされており、医師以外の専門

家については具体的に示されていな。また、自立

活動でのみ多職種との連携を図っており、その他

の教科では「家庭や地域等との連携Jとして連携

に関する重要性は示しているものの、各教科にお

いて具体的に示しているものではない。特に、中

学部の「職業・家庭」は、高等部からの就労支援

とも関連がある。就労支援における関係機関との

連携には、特別支援学校と障害者職業リハビリテー

ション、障害者福祉領域などの関係機関によって

構成される多機関・多職種連携が求められている

(藤井・川合. 2012) ことからも、「職業・家庭j

に多職種連携に関する内容を取り入れることが必

要であろう。多職種連携に関する内容を特別支援

学校学習指導要領に示す際は、「自立活動」だけ

でなく、その他の教科においても具体的Eつ明確

に示すことが必要であろう。

r 9.共に学ぶ場が設定されているのか」とい

う項目には、「総合的な学習の時間Jのみ該当し

た。そこでは、交流及び共同学習を行うよう配慮

することが示されているが、前述したように交流

及び共同学習だけでは、インクルーシブ教育を実

現することは難しい。障害者権利条約批准・イン

クルーシプ教育推進ネットワーク (2010)は、交

流及び共同学習ではなく地域の学校で日常的に過

ごすことが共生社会につながるとし、交流及び共

同学習をインクルーシプ教育へ繋げる実践にする

ことが必要だとした。「総合的な学習の時間」の

みで共に学ぶ場を設定するのではなく、あらゆる

教育活動の中でともに学ぶ場を設定することが必

要であろう。また、インクルーシブ教育推進にあ

たっては、共に学ぶ場の設定及びそのための環境

整備が最も重要となっている。インクルーシブ教

育の理念が、学習指導要領で反映されることも必

要だが、教育現場で実践できなければ完全なイン

クルーシブ教育とは言い難い。これらのことから

も、共に学ぶ場の設定は教育現場で実践できるよ

う、人的・物的環境整備面や指導における留意点

等、具体的に示されることが必要であると考えら

れる。

rll.公平性の確保(機会の平等)がされてい

るのか」という項目は、「道徳Jのみ該当した。

学習指導要領では、「誰に対しでも公正、公平に

し、差別や偏見のない社会の実現に努める教育が

重要である」と記述されているため、公平性の確

保に該当すると考えられるが具体性に欠けている。

公平性の確保とは、権利保障を意味すると考える。

これまで障害者は、差別され人権が侵害されてき

たという歴史的背景がある。 1950年代ノーマライ

ゼーションの理念が提唱され、今日に至るまで障
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害者の権利保障に関する条約や法律が国内外で整

備されているが、武川 (2012)は、現実の障害者

への権利侵害や差別という実態は依然として解決

されていないと述べている。近年の障害者を取り

巻く国際的動向(ノーマライゼーションの理念、

障害者権利条約、差別禁止法等)をみても、それ

らは、障害者の権利保障及び公平性(機会の平等)

の確保を訴えている。学校教育においては、障害

の有無に関わらず全ての児童生徒が社会の構成員

としての人権が保障された上で教育等の諸活動の

機会が平等に与えられることが公平性の確保であ

り、必要不可欠であると考えられる。そして、学

習指導要領においても障害者の権利を保障すると

いう観点を踏まえた上で記述することが必要であ

ろう。

r12.インクルーシプ社会構築のためのリーダー

育成を図っているのか」という項目については、

該当するものがなかった。このことからも、知的

障害教育の教育課程ではリーダー育成のための教

育を行っていないことが示唆される。障害者のリー

ダー育成については、「すべての人々が恩恵を受

ける世界を目指して， r障害と開発Jへの取り組

みJ(国際協力機構， 2013)の中で世界各国のプ

ロジェクトが報告されている。 2007年から2012年

にコスタリカで行われた「ブルンカ地方における

人間の安全保障を重視した地域住民参加の総合リ

ハビリテーション強化プロジェクト」では、障害

者リーダー育成や行政官や地域住民に対する啓発

運動に取り組んだ。その結果、意識が向上した障

害者リーダーは、より積極的にニーズを訴えるこ

とができるようになり、行政関係者も障害者の社

会参加に関する意識が高まり、行政サービスの状

況も変化したと報告している。また、障害者リー

ダーシップ育成とネットワーキングの研修員受入

事業として、 1986年から現在まで JICAが実施し

ている事業では、各国の障害者リーダーに対し日

本の多くの障害者リーダーが講師となって自立に

向けた実践的な取り組みを伝え、研修を受けた障

害者は母国で障害者運動のキーパーソンとして活

躍していると報告している。

知的障害はその特性からも、障害者団体等のリー

ダーとして社会で活躍することが難しいとも考え

られる。しかし、リーダーとは障害者団体だけで

はない。芸術面等の知的障害者の才能が活かせる

場で活躍することもリーダー的存在となるだろう。

渡辺 (2009)は、「障害者アート」と呼ばれるジャ

ンルはおもに知的障害者たちの創造物に対して使

われると述べた。日本における障害者アートは、

2010年パリで開かれた「アール・ブリュット・ジヤ

ボネ展Jでも高い評価を受けた(岩津， 2012)。

しかし、そういった芸術の才能を伸ばしたのは学

校教育の力とはいえない。松井 (2014)は、「型

にはめられるような教育を受けてきた彼ら一一健

常者の指示をよく聞くよう挨(しつ)けられてき

た彼らは、インカーブ4に来た当初 l年くらいは、

自由に描いていいと言われでも当惑して、筆が進

まないという。」と述べ、学校教育を批判した。

本来ならば、学校教育で子どもの才能を伸ばす教

育が行われなければならない。また、芸術等の才

能を活かし世界的に活躍するリーダーは、障害児

やその保護者等の手本ともなると考えられるため、

こうした人材を学校教育で育成することが重要と

なるはずである。今後、完全インクルーシブ社会

を構築するためにも、それを率いるリーダー育成

を特別支援教育でも行う必要性があり、学習指導

要領の中でリーダー育成について明確に示すこと

が重要であると考えられる。
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